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令和 ８ 年 ２ 月 18 日（水曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 １１ 　号）

　　　　規　　　則
○知事の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関
　する規則を廃止する規則 （総　務　課）　１
〇石川県住民基本台帳法施行条例に基づく都道府県知事
　保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認
　情報の提供の方法等を定める規則及び行政手続におけ
　る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
　条例施行規則の一部を改正する規則 （市町支援課）　１

〇デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進する
　ためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法
　律の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する規則
 （デジタル推進監室）　２
　　　　監 査 委 員
○石川県監査委員監査規程等の一部改正 　４
　　　　人事委員会
○一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を
　改正する規則 ５

　
知 事 の 所 管 に 属 す る 公 益 信 託 に 係 る 許 可 及 び 監 督 に 関 す る 規 則 を 廃 止 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 八 年 二 月 十 八 日

 石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　石 川 県 規 則 第 一 号

　 　 　

 知 事 の 所 管 に 属 す る 公 益 信 託 に 係 る 許 可 及 び 監 督 に 関 す る 規 則 を 廃 止 す る 規 則

　
知 事 の 所 管 に 属 す る 公 益 信 託 に 係 る 許 可 及 び 監 督 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 六 十 年 石 川 県 規 則 第 五 十 八 号 ） は 、 廃 止 す

る 。
　 　 　
附

　
則

（ 施 行 期 日 ）

１

　
こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 

　
廃 止 前 の 知 事 の 所 管 に 属 す る 公 益 信 託 に 係 る 許 可 及 び 監 督 に 関 す る 規 則 第 一 条 に 規 定 す る 公 益 信 託 で 公 益 信 託 に

関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 三 十 号 ） 附 則 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 旧 法 公 益 信 託 で あ る も の に 係 る 許 可 及 び 監 督 に

関 す る 手 続 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

　
石 川 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 に 基 づ く 都 道 府 県 知 事 保 存 本 人 確 認 情 報 及 び 都 道 府 県 知 事 保 存 附 票 本 人 確 認 情 報 の

提 供 の 方 法 等 を 定 め る 規 則 及 び 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の

一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 八 年 二 月 十 八 日

 石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　石 川 県 規 則 第 二 号

　 　 　
石 川 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 に 基 づ く 都 道 府 県 知 事 保 存 本 人 確 認 情 報 及 び 都 道 府 県 知 事 保 存 附 票 本 人

　 　 　
確 認 情 報 の 提 供 の 方 法 等 を 定 め る 規 則 及 び 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等

　 　 　
に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 石 川 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 に 基 づ く 都 道 府 県 知 事 保 存 本 人 確 認 情 報 及 び 都 道 府 県 知 事 保 存 附 票 本 人 確 認 情 報 の

提 供 の 方 法 等 を 定 め る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条

　
石 川 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 に 基 づ く 都 道 府 県 知 事 保 存 本 人 確 認 情 報 及 び 都 道 府 県 知 事 保 存 附 票 本 人 確 認

規　　　　　　　　則

目　　　　　　　　　　　次
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情 報 の 提 供 の 方 法 等 を 定 め る 規 則 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　

 
　
第 三 条 第 五 項 を 削 り 、 同 条 第 六 項 中 「 別 表 第 一 第 六 号 」 を 「 別 表 第 一 第 五 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、

同 条 第 七 項 中 「 別 表 第 一 第 七 号 」 を 「 別 表 第 一 第 六 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 六 項 と し 、 同 条 第 八 項 を 削 り 、 同 条

第 九 項 中 「 別 表 第 一 第 九 号 」 を 「 別 表 第 一 第 七 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 条 第 十 項 中 「 別 表 第 一 第 十

号 」 を 「 別 表 第 一 第 八 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 八 項 と し 、 同 条 第 十 一 項 中 「 別 表 第 一 第 十 一 号 」 を 「 別 表 第 一 第

九 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 九 項 と し 、 同 条 第 十 二 項 中 「 別 表 第 一 第 十 二 号 」 を 「 別 表 第 一 第 十 号 」 に 改 め 、 同 項

を 同 条 第 十 項 と し 、 同 条 第 十 三 項 中 「 別 表 第 一 第 十 三 号 」 を 「 別 表 第 一 第 十 一 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 一 項 と

し 、 同 条 第 十 四 項 中 「 別 表 第 一 第 十 四 号 」 を 「 別 表 第 一 第 十 二 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 二 項 と し 、 同 条 第 十 五

項 中 「 別 表 第 一 第 十 五 号 」 を 「 別 表 第 一 第 十 三 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 三 項 と し 、 同 条 第 十 六 項 中 「 別 表 第 一

第 十 六 号 」 を 「 別 表 第 一 第 十 四 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 四 項 と し 、 同 条 第 十 七 項 を 削 る 。

（ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条

　
行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 七 年 石 川 県 規

則 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　
第 二 条 第 五 項 を 削 る 。

　

 

　
第 三 条 第 一 項 第 一 号 イ 中 「 生 活 保 護 法 」 の 下 に 「 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 を 削

る 。
　 　
第 四 条 第 三 項 を 削 る 。

　 　 　
附

　
則

　
こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　
デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 を 図 る た め の 規 制 改 革 を 推 進 す る た め の デ ジ タ ル 社 会 形 成 基 本 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一

部 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 八 年 二 月 十 八 日

 石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　石 川 県 規 則 第 三 号

　 　 　
デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 を 図 る た め の 規 制 改 革 を 推 進 す る た め の デ ジ タ ル 社 会 形 成 基 本 法 等 の 一 部 を 改 正 す

　 　 　
る 法 律 の 一 部 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則

（ 石 川 県 聴 聞 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条

　
石 川 県 聴 聞 規 則 （ 平 成 六 年 石 川 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　
第 二 条 第 一 号 中 「 第 十 五 条 第 三 項 後 段 」 を 「 第 十 五 条 第 四 項 後 段 」 に 改 め る 。

　 　
第 三 条 第 二 項 中 「 第 十 五 条 第 三 項 」 の 下 に 「 及 び 第 四 項 」 を 加 え る 。

（ 石 川 県 行 政 手 続 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条

　
石 川 県 行 政 手 続 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 八 年 石 川 県 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　
第 二 条 を 第 三 条 と し 、 第 一 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　
（ 通 知 の 方 法 ）

　
第 二 条

　
条 例 第 十 五 条 第 四 項 （ 条 例 第 二 十 二 条 第 三 項 及 び 第 二 十 九 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以

下 同 じ 。 ） に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 行 政 庁 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） と

公 示 事 項 （ 条 例 第 十 五 条 第 四 項 に 規 定 す る 公 示 事 項 を い う 。 第 一 号 に お い て 同 じ 。 ） の 閲 覧 を す る 者 の 使 用 に 係

る 電 子 計 算 機 （ 行 政 庁 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 接 続 で き 、 正 常 に 通 信 で き る 機 能 を 備 え

た も の に 限 る 。 ） と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 の う ち 、 次 の 各 号 の い ず れ に も

該 当 す る も の と す る 。

　 　
一 

　
行 政 庁 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 公 示 事 項 を 当 該 公 示 事 項 の 閲 覧 を す る 者

の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 す る も の

　 　
二 

　
イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 さ れ た 自 動 公 衆 送 信 装 置 （ 著 作 権 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 第

九 号 の 五 イ に 規 定 す る 自 動 公 衆 送 信 装 置 を い う 。 ） を 使 用 す る も の

（ 児 童 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条

　
児 童 福 祉 法 施 行 細 則 （ 昭 和 六 十 二 年 石 川 県 規 則 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　

 

　
第 十 五 条 第 二 項 及 び 第 十 六 条 中 「 記 載 し て 」 を 削 り 、 「 掲 示 し て 」 を 「 掲 示 す る と と も に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利
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情 報 の 提 供 の 方 法 等 を 定 め る 規 則 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　

 

　
第 三 条 第 五 項 を 削 り 、 同 条 第 六 項 中 「 別 表 第 一 第 六 号 」 を 「 別 表 第 一 第 五 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、

同 条 第 七 項 中 「 別 表 第 一 第 七 号 」 を 「 別 表 第 一 第 六 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 六 項 と し 、 同 条 第 八 項 を 削 り 、 同 条

第 九 項 中 「 別 表 第 一 第 九 号 」 を 「 別 表 第 一 第 七 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 条 第 十 項 中 「 別 表 第 一 第 十

号 」 を 「 別 表 第 一 第 八 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 八 項 と し 、 同 条 第 十 一 項 中 「 別 表 第 一 第 十 一 号 」 を 「 別 表 第 一 第

九 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 九 項 と し 、 同 条 第 十 二 項 中 「 別 表 第 一 第 十 二 号 」 を 「 別 表 第 一 第 十 号 」 に 改 め 、 同 項

を 同 条 第 十 項 と し 、 同 条 第 十 三 項 中 「 別 表 第 一 第 十 三 号 」 を 「 別 表 第 一 第 十 一 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 一 項 と

し 、 同 条 第 十 四 項 中 「 別 表 第 一 第 十 四 号 」 を 「 別 表 第 一 第 十 二 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 二 項 と し 、 同 条 第 十 五

項 中 「 別 表 第 一 第 十 五 号 」 を 「 別 表 第 一 第 十 三 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 三 項 と し 、 同 条 第 十 六 項 中 「 別 表 第 一

第 十 六 号 」 を 「 別 表 第 一 第 十 四 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 四 項 と し 、 同 条 第 十 七 項 を 削 る 。

（ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条

　
行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 七 年 石 川 県 規

則 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　
第 二 条 第 五 項 を 削 る 。

　

 

　
第 三 条 第 一 項 第 一 号 イ 中 「 生 活 保 護 法 」 の 下 に 「 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 を 削

る 。
　 　
第 四 条 第 三 項 を 削 る 。

　 　 　
附

　
則

　
こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　
デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 を 図 る た め の 規 制 改 革 を 推 進 す る た め の デ ジ タ ル 社 会 形 成 基 本 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一

部 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 八 年 二 月 十 八 日

 石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　石 川 県 規 則 第 三 号

　 　 　
デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 を 図 る た め の 規 制 改 革 を 推 進 す る た め の デ ジ タ ル 社 会 形 成 基 本 法 等 の 一 部 を 改 正 す

　 　 　
る 法 律 の 一 部 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則

（ 石 川 県 聴 聞 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条

　
石 川 県 聴 聞 規 則 （ 平 成 六 年 石 川 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　
第 二 条 第 一 号 中 「 第 十 五 条 第 三 項 後 段 」 を 「 第 十 五 条 第 四 項 後 段 」 に 改 め る 。

　 　
第 三 条 第 二 項 中 「 第 十 五 条 第 三 項 」 の 下 に 「 及 び 第 四 項 」 を 加 え る 。

（ 石 川 県 行 政 手 続 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条

　
石 川 県 行 政 手 続 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 八 年 石 川 県 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　
第 二 条 を 第 三 条 と し 、 第 一 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　
（ 通 知 の 方 法 ）

　
第 二 条

　
条 例 第 十 五 条 第 四 項 （ 条 例 第 二 十 二 条 第 三 項 及 び 第 二 十 九 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以

下 同 じ 。 ） に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 行 政 庁 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） と

公 示 事 項 （ 条 例 第 十 五 条 第 四 項 に 規 定 す る 公 示 事 項 を い う 。 第 一 号 に お い て 同 じ 。 ） の 閲 覧 を す る 者 の 使 用 に 係

る 電 子 計 算 機 （ 行 政 庁 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 接 続 で き 、 正 常 に 通 信 で き る 機 能 を 備 え

た も の に 限 る 。 ） と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 の う ち 、 次 の 各 号 の い ず れ に も

該 当 す る も の と す る 。

　 　
一 

　
行 政 庁 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 公 示 事 項 を 当 該 公 示 事 項 の 閲 覧 を す る 者

の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 す る も の

　 　
二 

　
イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 さ れ た 自 動 公 衆 送 信 装 置 （ 著 作 権 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 第

九 号 の 五 イ に 規 定 す る 自 動 公 衆 送 信 装 置 を い う 。 ） を 使 用 す る も の

（ 児 童 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条

　
児 童 福 祉 法 施 行 細 則 （ 昭 和 六 十 二 年 石 川 県 規 則 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　

 

　
第 十 五 条 第 二 項 及 び 第 十 六 条 中 「 記 載 し て 」 を 削 り 、 「 掲 示 し て 」 を 「 掲 示 す る と と も に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利
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用 し て 閲 覧 に 供 す る 方 法 に よ り 」 に 改 め る 。

（ ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条

　
ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 規 則 第 五 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　 　
目 次 中 「 第 百 一 条 」 を 「 第 百 一 条 の 二 」 に 改 め る 。

　 　
第 三 編 第 二 章 第 二 節 第 三 款 中 第 百 一 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　
（ 通 知 の 方 法 ）

　
第 百 一 条 の 二

　
条 例 第 百 五 十 三 条 の 二 第 五 項 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置

を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） と 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 の 要 旨 及 び 知 事 が そ の 通 知 を い つ で も 相 手 方 に 交 付 す る 旨

（ 第 一 号 に お い て 「 公 示 事 項 」 と い う 。 ） の 閲 覧 を す る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算

機 と 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 接 続 で き 、 正 常 に 通 信 で き る 機 能 を 備 え た も の に 限 る 。 ） と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し

た 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 の う ち 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。

　 　
一 

　
知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 公 示 事 項 を 当 該 公 示 事 項 の 閲 覧 を す る 者 の

使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 す る も の

　 　
二 

　
イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 さ れ た 自 動 公 衆 送 信 装 置 （ 著 作 権 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 第

九 号 の 五 イ に 規 定 す る 自 動 公 衆 送 信 装 置 を い う 。 ） を 使 用 す る も の

　

 

　
第 百 四 十 八 条 の 四 第 一 項 第 四 号 中 「 こ と 」 を 「 と と も に 、 当 該 配 慮 書 管 轄 市 町 又 は 当 該 配 慮 書 管 轄 市 町 の 区 域 内

の 公 共 機 関 の ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 す る こ と 」 に 改 め る 。

　

 

　
第 百 五 十 条 第 一 項 第 四 号 中 「 こ と 」 を 「 と と も に 、 当 該 市 町 又 は 当 該 市 町 の 区 域 内 の 公 共 機 関 の ウ ェ ブ サ イ ト に

掲 載 す る こ と 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 安 全 安 心 な 消 費 生 活 社 会 づ く り 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条

　
石 川 県 安 全 安 心 な 消 費 生 活 社 会 づ く り 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 規 則 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

　

 

　
第 十 八 条 第 一 項 中 「 に 、 」 の 下 に 「 条 例 第 三 十 三 条 に 規 定 す る 勧 告 に 係 る 事 業 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 」 を

加 え 、 「 当 該 勧 告 に 係 る 事 業 者 に 」 を 削 り 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 　
一

　
予 定 さ れ る 勧 告 の 内 容 及 び 根 拠 と な る 条 例 等 の 条 項

　 　
二

　
勧 告 の 原 因 と な る 事 実

　 　
三 

　
意 見 書 、 証 拠 書 類 等 の 提 出 期 限 及 び 提 出 先 （ 口 頭 に よ る 意 見 陳 述 の 機 会 の 付 与 を 行 う 場 合 に は 、 そ の 旨 並 び

に 出 頭 す べ き 日 時 及 び 場 所 ）

　

 

　
第 十 八 条 第 二 項 中 「 勧 告 」 を 「 当 該 勧 告 」 に 、 「 そ の 者 の 氏 名 又 は 名 称 、 同 項 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 及 び 知 事 が 同

項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を い つ で も そ の 者 に 交 付 す る 旨 を 県 庁 前 の 掲 示 場 に 掲 示 す る こ と 」 を 「 公 示 の

方 法 」 に 改 め 、 同 項 後 段 を 削 り 、 同 条 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

　
３ 

　
前 項 の 公 示 の 方 法 に よ る 通 知 は 、 当 該 勧 告 に 係 る 事 業 者 の 氏 名 又 は 名 称 、 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 及 び 知 事

が 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を い つ で も そ の 者 に 交 付 す る 旨 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 公 示 事 項 」 と い

う 。 ） を 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 不 特 定 多 数 の 者 が 閲 覧 す る こ と が で き る 状 態 に 置 く と と も に 、

公 示 事 項 が 記 載 さ れ た 書 面 を 県 庁 前 の 掲 示 場 に 掲 示 す る 措 置 を と る こ と に よ っ て 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お

い て は 、 当 該 措 置 を 開 始 し た 日 か ら 十 四 日 を 経 過 し た と き に 、 当 該 通 知 が そ の 者 に 到 達 し た も の と み な す 。

　
４ 

　
前 項 の 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 は 、 知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ）

と 公 示 事 項 の 閲 覧 を す る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 接 続

で き 、 正 常 に 通 信 で き る 機 能 を 備 え た も の に 限 る 。 ） と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る

方 法 の う ち 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。

　 　
一 

　
知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 公 示 事 項 を 当 該 公 示 事 項 の 閲 覧 を す る 者 の

使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 す る も の

　 　
二 

　
イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 さ れ た 自 動 公 衆 送 信 装 置 （ 著 作 権 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 第

九 号 の 五 イ に 規 定 す る 自 動 公 衆 送 信 装 置 を い う 。 ） を 使 用 す る も の

　 　
第 十 九 条 第 一 項 中 「 同 条 第 二 項 後 段 」 を 「 同 条 第 三 項 後 段 」 に 改 め る 。

　 　
第 二 十 五 条 中 「 第 十 八 条 」 を 「 第 十 八 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 都 市 計 画 公 聴 会 規 則 の 一 部 改 正 ）
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第 六 条

　
石 川 県 都 市 計 画 公 聴 会 規 則 （ 昭 和 四 十 四 年 石 川 県 規 則 第 五 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　
第 二 条 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　
３ 

　
前 項 の 公 告 は 、 石 川 県 公 報 に 登 載 し 、 石 川 県 庁 並 び に 関 係 す る 市 役 所 及 び 町 役 場 の 掲 示 場 に 掲 示 し 、 並 び に イ

ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し て 公 衆 の 閲 覧 に 供 す る 方 法 に よ り 行 う 。

（ い し か わ 景 観 総 合 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 七 条

　
い し か わ 景 観 総 合 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 規 則 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　

 

　
第 四 十 条 第 三 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 条 例 第 六 十 八 条 各 号 に 掲 げ る 事 項 の 要 旨 」 を 「 公 示 事 項 」 に

改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

　
２ 

　
条 例 第 六 十 九 条 第 一 項 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以 下

同 じ 。 ） と 条 例 第 六 十 八 条 各 号 に 掲 げ る 事 項 （ 第 一 号 及 び 次 項 に お い て 「 公 示 事 項 」 と い う 。 ） の 閲 覧 を す る 者 の

使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 接 続 で き 、 正 常 に 通 信 で き る 機 能

を 備 え た も の に 限 る 。 ） と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 の う ち 、 次 の 各 号 の い ず

れ に も 該 当 す る も の と す る 。

　 　
一 

　
知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 公 示 事 項 を 当 該 公 示 事 項 の 閲 覧 を す る 者 の

使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 す る も の

　 　
二 

　
イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 さ れ た 自 動 公 衆 送 信 装 置 （ 著 作 権 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 第

九 号 の 五 イ に 規 定 す る 自 動 公 衆 送 信 装 置 を い う 。 ） を 使 用 す る も の

（ 石 川 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 八 条

　
石 川 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 規 則 第 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　
第 十 四 条 の 二 の 見 出 し 中 「 場 所 」 を 「 方 法 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

　
２ 

　
条 例 第 十 二 条 の 三 第 一 項 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以

下 同 じ 。 ） と 条 例 第 十 二 条 の 二 各 号 に 掲 げ る 事 項 （ 第 一 号 に お い て 「 公 示 事 項 」 と い う 。 ） の 閲 覧 を す る 者 の 使 用

に 係 る 電 子 計 算 機 （ 知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 接 続 で き 、 正 常 に 通 信 で き る 機 能 を 備

え た も の に 限 る 。 ） と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 の う ち 、 次 の 各 号 の い ず れ に

も 該 当 す る も の と す る 。

　 　
一 

　
知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 公 示 事 項 を 当 該 公 示 事 項 の 閲 覧 を す る 者 の

使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 す る も の

　 　
二 

　
イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 さ れ た 自 動 公 衆 送 信 装 置 （ 著 作 権 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 第

九 号 の 五 イ に 規 定 す る 自 動 公 衆 送 信 装 置 を い う 。 ） を 使 用 す る も の

　 　
第 十 四 条 の 三 中 「 前 条 」 を 「 前 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

　 　 　
附

　
則

（ 施 行 期 日 ）

１

　
こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 五 月 二 十 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 

　
第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 安 全 安 心 な 消 費 生 活 社 会 づ く り 条 例 施 行 規 則 第 十 八 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で

の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に す る 通 知 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に し た 通 知 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。

監 査 委 員

石川県監査委員規程第１号
　石川県監査委員監査規程（昭和39年石川県監査委員規程第１号）、石川県監査委員処務規程（昭和39年石川県監査
委員規程第２号）及び石川県監査委員事務局処務規程（昭和39年石川県監査委員規程第３号）の一部を次のように改
正する。
　　令和８年２月18日

石 川 県 監 査 委 員　
　次に掲げる規程の規定中「第６条」を「第５条」に改める。
　⑴　石川県監査委員監査規程第１条
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第 六 条

　
石 川 県 都 市 計 画 公 聴 会 規 則 （ 昭 和 四 十 四 年 石 川 県 規 則 第 五 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　
第 二 条 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　
３ 

　
前 項 の 公 告 は 、 石 川 県 公 報 に 登 載 し 、 石 川 県 庁 並 び に 関 係 す る 市 役 所 及 び 町 役 場 の 掲 示 場 に 掲 示 し 、 並 び に イ

ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し て 公 衆 の 閲 覧 に 供 す る 方 法 に よ り 行 う 。

（ い し か わ 景 観 総 合 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 七 条

　
い し か わ 景 観 総 合 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 規 則 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　

 

　
第 四 十 条 第 三 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 条 例 第 六 十 八 条 各 号 に 掲 げ る 事 項 の 要 旨 」 を 「 公 示 事 項 」 に

改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

　
２ 

　
条 例 第 六 十 九 条 第 一 項 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以 下

同 じ 。 ） と 条 例 第 六 十 八 条 各 号 に 掲 げ る 事 項 （ 第 一 号 及 び 次 項 に お い て 「 公 示 事 項 」 と い う 。 ） の 閲 覧 を す る 者 の

使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 接 続 で き 、 正 常 に 通 信 で き る 機 能

を 備 え た も の に 限 る 。 ） と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 の う ち 、 次 の 各 号 の い ず

れ に も 該 当 す る も の と す る 。

　 　
一 

　
知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 公 示 事 項 を 当 該 公 示 事 項 の 閲 覧 を す る 者 の

使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 す る も の

　 　
二 

　
イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 さ れ た 自 動 公 衆 送 信 装 置 （ 著 作 権 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 第

九 号 の 五 イ に 規 定 す る 自 動 公 衆 送 信 装 置 を い う 。 ） を 使 用 す る も の

（ 石 川 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 八 条

　
石 川 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 規 則 第 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　
第 十 四 条 の 二 の 見 出 し 中 「 場 所 」 を 「 方 法 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

　
２ 

　
条 例 第 十 二 条 の 三 第 一 項 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以

下 同 じ 。 ） と 条 例 第 十 二 条 の 二 各 号 に 掲 げ る 事 項 （ 第 一 号 に お い て 「 公 示 事 項 」 と い う 。 ） の 閲 覧 を す る 者 の 使 用

に 係 る 電 子 計 算 機 （ 知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 接 続 で き 、 正 常 に 通 信 で き る 機 能 を 備

え た も の に 限 る 。 ） と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 の う ち 、 次 の 各 号 の い ず れ に

も 該 当 す る も の と す る 。

　 　
一 

　
知 事 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 公 示 事 項 を 当 該 公 示 事 項 の 閲 覧 を す る 者 の

使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 す る も の

　 　
二 

　
イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 さ れ た 自 動 公 衆 送 信 装 置 （ 著 作 権 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 第

九 号 の 五 イ に 規 定 す る 自 動 公 衆 送 信 装 置 を い う 。 ） を 使 用 す る も の

　 　
第 十 四 条 の 三 中 「 前 条 」 を 「 前 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

　 　 　
附

　
則

（ 施 行 期 日 ）

１

　
こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 五 月 二 十 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 

　
第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 安 全 安 心 な 消 費 生 活 社 会 づ く り 条 例 施 行 規 則 第 十 八 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で

の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に す る 通 知 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に し た 通 知 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。

監 査 委 員

石川県監査委員規程第１号
　石川県監査委員監査規程（昭和39年石川県監査委員規程第１号）、石川県監査委員処務規程（昭和39年石川県監査
委員規程第２号）及び石川県監査委員事務局処務規程（昭和39年石川県監査委員規程第３号）の一部を次のように改
正する。
　　令和８年２月18日

石 川 県 監 査 委 員　
　次に掲げる規程の規定中「第６条」を「第５条」に改める。
　⑴　石川県監査委員監査規程第１条
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一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 八 年 二 月 十 八 日

 石

　
川

　
県

　
人

　
事

　
委

　
員

　
会

　石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号

　 　 　

 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　
第 五 十 七 条 の 九 第 一 項 を 削 り 、 同 条 第 二 項 第 一 号 を 削 り 、 同 項 第 二 号 中 「 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 、 国 家 公 務 員 又 は

第 五 十 七 条 の 四 の 十 三 第 一 項 に 規 定 す る 法 人 に 使 用 さ れ る 者 で あ つ た 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 」 を 「 新 た

に 」 に 、 「 な り 、 又 は 定 年 前 再 任 用 を さ れ 」 を 「 な つ て 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 一 号 と し 、 同 項 第 三 号 中 「 定 年 前 再

任 用 を さ れ 、 か つ 、 当 該 定 年 前 再 任 用 の 日 」 を 「 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た 者 で 、 新 た に 給 料 表 の 適

用 を 受 け る こ と と な つ た 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 適 用 日 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 定 年 前 再 任 用 の 日 前 」 を 「 適 用 日 前 」

に 、 「 異 動 し 、 当 該 異 動 」 を 「 異 動 し た こ と 又 は 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ て 当 該 公 署 に 在 勤 す る こ と

と な つ た こ と 」 に 改 め 、 「 な る も の 」 の 下 に 「 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 を 同 項 第 二 号 と し 、 同 項 第

四 号 中 「 定 年 前 再 任 用 を さ れ た 職 員 で 、 当 該 」 を 「 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た 者 で 、 」 に 、 「 定 年 前 再

任 用 の 日 」 を 「 適 用 日 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 三 号 と し 、 同 項 第 五 号 中 「 前 各 号 」 及 び 「 当 該 各 号 」 を 「 前 三 号 」 に

改 め 、 同 号 を 同 項 第 四 号 と し 、 同 項 を 同 条 第 一 項 と し 、 同 条 第 三 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　
一 

　
新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ て 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 在 勤 す る こ と と な つ た こ と に 伴 つ て 住 居

を 移 転 し た 職 員

　
適 用 日 に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 異 動 し た も の と し た 場 合 に 前 条 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ る こ

と と な る 期 間 及 び 額

　
第 五 十 七 条 の 九 第 三 項 第 三 号 中 「 前 項 第 二 号 」 を 「 前 項 第 一 号 」 に 、 「 、 当 該 職 員 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と

な つ た 日 又 は 定 年 前 再 任 用 を さ れ た 日 」 を 「 適 用 日 」 に 、 「 そ の 日 」 を 「 当 該 適 用 日 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 前 項

第 三 号 」 を 「 前 項 第 二 号 」 に 、 「 当 該 職 員 が 同 号 の 定 年 前 再 任 用 の 日 前 か ら 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 適 用

日 前 か ら 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 前 項 第 四 号 」 を 「 前 項 第 三 号 」 に 、 「 当 該 職 員 が 同 号

の 定 年 前 再 任 用 の 日 前 か ら 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 適 用 日 前 か ら 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 」 に 、 「 当 該

定 年 前 再 任 用 の 日 」 を 「 当 該 適 用 日 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 前 項 第 五 号 」 を 「 前 項 第 四 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第

二 項 と す る 。

　
別 表 第 九 の 二 ハ の 表 中 「13,100円 」 の 次 に 「 （条例別表第３イの備考２に定める職員にあつては､ 13,300円 ） 」 を 加

え 、 別 表 第 九 の 二 ニ の 表 中 「12,700円 」 の 次 に 「 （条例別表第３ロの備考２に定める職員にあつては､ 12,900円 ） 」 を

加 え る 。

　
別 表 第 九 の 三 ハ の 表 中 「12,500円 」 の 次 に 「 （条例別表第３イの備考２に定める職員にあつては､ 12,600円 ） 」 を 加

え 、 別 表 第 九 の 三 ニ の 表 中 「12,200円 」 の 次 に 「 （条例別表第３ロの備考２に定める職員にあつては､ 12,300円 ） 」 を

加 え る 。

　 　 　
附

　
則

（ 施 行 期 日 等 ）

１

　
こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２

　
改 正 後 の 第 五 十 七 条 の 九 の 規 定 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

３

　
改 正 後 の 別 表 第 九 の 二 及 び 別 表 第 九 の 三 の 規 定 は 、 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

（ 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

４ 

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 八 年 石 川 県 条 例 第 二 号 。 以 下 「 令 和 八 年 改 正 条

例 」 と い う 。 ） 附 則 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 以 前 に 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 、 国

　⑵　石川県監査委員処務規程第１条及び第４条第９号
　⑶　石川県監査委員事務局処務規程第１条
　　　附　則
　この規程は、公表の日から施行する。

人 事 委 員 会
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家 公 務 員 又 は 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 以 下 「 給 与 規 則 」 と い う 。 ） 第 五 十 七 条 の 四 の 十 三 第

一 項 に 規 定 す る 法 人 に 使 用 さ れ る 者 で あ っ た 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な っ て

特 地 公 署 （ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 。 以 下 「 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第

十 一 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 特 地 公 署 を い う 。 ） 又 は 準 特 地 公 署 （ 給 与 条 例 第 十 一 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 準 特 地

公 署 を い う 。 ） に 在 勤 す る こ と と な っ た こ と に 伴 っ て 住 居 を 移 転 し た 職 員 と し て 令 和 八 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に

よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 第 十 一 条 の 三 第 二 項 の 適 用 の 際 現 に 令 和 八 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 与 条 例

第 十 一 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ り 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 を 支 給 さ れ て い る も の と す る 。

５ 

　
令 和 八 年 改 正 条 例 附 則 第 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す る 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 九 第 二 項 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 一 号 中 「 期 間 」 と あ る の は 、 「 期 間 の う ち 令 和 七 年 四 月 一 日 以 後 の 期 間 」 と す る 。

（ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 手 当 に 関 す る 特 例 ）

６ 

　
令 和 八 年 改 正 条 例 附 則 第 六 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 第 二 号 会 計 年 度 任 用 職 員 は 、 令 和 七 年 十 二 月 一 日 現 在 に

お い て 石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 令 和 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第

二 号 ） 第 十 四 条 第 一 項 第 一 号 に 該 当 す る 者 及 び 同 日 に 在 職 し て い な い 者 （ 同 日 前 一 箇 月 以 内 に 退 職 し 、 又 は 死 亡 し

た 者 を 除 く 。 ） と す る 。

（ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

７ 

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 七 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 七 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　
附 則 第 七 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　
第 七 条

　
削 除

　

　

 

　
附 則 第 八 条 第 一 項 中 「 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 九 第 二 項 第 一 号 及 び 第 二 号 」 を 「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 以 下 「 給 与 規 則 」 と い う 。 ） 第 五 十 七 条 の 九 第 一 項 第 一 号 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 改 正 後

の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 九 第 二 項 第 三 号 」 を 「 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 九 第 一 項 第 二 号 」 に 、 「 日 が 」 を 「 日 又 は 当

該 職 員 が 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た 日 が 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の

九 第 二 項 第 四 号 」 を 「 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 九 第 一 項 第 三 号 」 に 改 め る 。


